
長期優良住宅の認定を受けられた皆様へ（お知らせ） 

 

認定長期優良住宅建築等計画に関する工事完了報告書の添付図書について 

 

平成 25 年 7 月 24 日 
 
 
長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「法」という。）第6条により、認定を受けた長期優良住宅建

築等計画に基づいて建築が完了した際に提出をして頂く、様式第9号「認定長期優良住宅建築等計画に基づく

住宅の建築工事が完了した旨の報告書」及び様式第10号「認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が

行われた旨の確認書」の添付図書について、下記の通り定めます。 
なお、運用開始は平成 25 年 4 月 15 日とし、平成 25 年 4 月 15 日以降に受付を行ったものが対象となりま

す。（平成 25 年 4 月 15 日以降に受付された法第 5 条に基づく認定申請に限る） 
 

記 
 

以下の（１）から（３）のいずれかに該当する場合、該当する項目全ての図書 

 

（１）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）（以下「基準法」という。）第７条第５項又は第７条の２

第５項による検査済証の交付がある工事の場合 

  □検査済証の写し 

  □工事完了後における全景写真 

 

（２）基準法第７条第５項又は第７条の２第５項による検査済証の交付がない工事の場合 

  □対象工事の、着手前と工事完了後の両方の写真 

  

（３）様式第 10 号「認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書」ついて、照

合結果が不適合である場合 

    □様式第 10 号の「４ 建築工事の状況」における「不適合の場合には認定計画実施者に対して行っ

た報告の内容」の記載、及び是正内容の写真 

 

（備考） 

１．その他必要に応じて、施工状況が分かる写真等を求める場合があります。 

２．今後の運用状況等により、添付図書を変更することがあるのでご注意ください。  

 

  附則 

１．平成２５年４月 １日 施行 

２．平成２５年７月２４日 一部改正 
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